
ＬＰ協会保安第２３～４２号 

平成２３年９月２２日 

 

都 道 府 県 協 会 御中 

企  業  会  員 各位 

 

（社）エルピーガス協会 

 

 

平成２３年度ＬＰガス消費者保安月間の実施について 

（お願い） 

 

 

この度、経済産業省原子力安全・保安院長より別添のとおり、昭和６０年度

から毎年１０月に実施している「ＬＰガス消費者保安月間」につきまして、本

年度も消費者保安対策に焦点を当て、保安啓発活動の推進を図るよう要請があ

りました。 

 

なお、本年度は以下を重点的に実施することが掲げられています。 

(１) 業務用消費者に対して、ＣＯ中毒事故防止及び燃焼器具の適切な使用方

法に重点をおいた周知の徹底を図る。 

(２) 一般消費者等に対して、ＬＰガス販売事業者等が行っている保安業務の

内容及び消費機器の維持管理方法、ＣＯ中毒事故防止対策、ガスが漏出し

た場合の適切な対処方法を周知する。 

(３) 高齢者及び一人暮らしの消費者に対してＬＰガス設備を安全に使用する

ための保安啓発を行う。 

 

 

つきましては、貴協会におかれては会員に対し、また、企業会員におかれて

は従業員に対し、ＬＰガス消費者保安啓発活動等の推進を図っていただくよう

周知徹底方よろしくお願いいたします。 

 

 

以 上 
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